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研究成果の概要（和文）： 
アメリカ法では、信託の設定が無い場合に信託があるかのように扱う救済法理があり、一定の

場合には一般債権者に優先した取戻しが認められる。しかし、実際の裁判例においてはそのよ

うな擬制信託の主張による優先的な取戻しの救済が受けられない場合がある。本研究ではカリ

フォルニア州を中心に訴訟係属登録と擬制信託の問題を論じた論文に着目し、救済の受けられ

ない場合の裁判例を分析することにより、信託法理における優先的取戻しが機能しない限界に

つき検証した。 
 
研究成果の概要（英文）： 
Under the theory of constructive trust, American courts award the plaintiff with specific 
recovery of her property which prevails over the claims of other creditors of the defendant, 
even when the parties have not been intended to create an express trust. But plaintiffs 
sometimes face difficulty in obtaining this remedy in actual cases. This research focuses on 
an article discussing problems with notice of lis pendens and constructive trust in 
California, and examines how California courts deny notice of lis pendens for constructive 
trust cases and the constructive trust theory does not actually operate as a remedy with 
priority. 
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１．研究開始当初の背景 
 信託的解決を行う裁判例（最判一小平成１
４年１月１７日民集５６－１－２０頁）や、

約定による設定が明らかではない場合に信
託を擬制して解決する擬制信託の法理が問
題となりうる裁判例（最判一小平成１５年６
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月１２日民集５７－６－５６３頁等）のよう
に、研究開始当初、信託法理の重要性は高ま
っていたさらに、信託法改正に伴い信託利用
自体についての増加が見込まれていた。 
 そのように重要性が高まっていた信託法
理の特徴のうち、特筆すべき機能としては、
「a.一般債権者に優先する取戻し」と、物上
代位性を理由として返還義務の幅を広く認
める「b.請求者の損失を限度としない取戻し」
の２つが挙げられる。そのうち、後者の「b. 請
求者の損失を限度としない取戻し」について
は、「利得の吐き出し」の問題として、様々
な論考が行われていた。当時までに既に松岡
久和「アメリカ法における追及の法理と特定
性」『林良平先生献呈論文集 現代における
物権法と債権法の交錯』（１９９８）３５７
－３９４頁を契機として、それに示唆を受け
た研究者が、輩出されていた。 
 ところで、このような「利得の吐き出し」
を求められるような被告には他にも被害者
がいる場合があり、違法な行為の被害者はも
とより他にも債権者が多数存在する。その場
合に、債務の引き当てとなる財産は限られて
いるわけであるから、理論的に「b.請求者の
損失を限度としない取戻し」を認めたとして
も実際上の解決についての実効性は期待で
きないことも多く生じてくる。そのような問
題意識から、実際に取戻し権者の救済を得ら
れるかという問題に直結する「a.一般債権者
に優先する取戻し」について考察することが、
信託法理による請求者の現実的救済に不可
欠であるとの立場から開始されたのが本研
究である。 
 それまでにこの問題の一部については、植
本幸子「アメリカ原状回復法における優先的
取戻し－連邦倒産事例における擬制信託
（１・２完）」北大法学論集５６巻１号２７
７－３２８頁、同２号８７５－９１５頁(２０
０５年)において行った。そこでは、債務者が
無資力であり擬制信託の優先的取戻しの機
能の問題が最も顕在化すると想定される連
邦倒産事例について検討した。連邦倒産事例
においても、一部の法域においては擬制信託
による優先的取戻しが否定されている。当申
請研究はこの研究を前段階として、擬制信託
の制限について連邦倒産事例以外において
も検討し、擬制信託の「a.一般債権者に優先
する取戻し」の機能につき考察を進めるもの
である。 
 
２．研究の目的 
 本研究の申請時における研究目的は、連邦
倒産以外の裁判例における擬制信託の制限
事例を検討することにより、擬制信託の「a.
一般債権者に優先する取戻し」の機能の実態
を明らかにすることである。優先的取戻しに
おける擬制信託の制限法理の分析を、範囲画

定と正当化を念頭において行い、信託法理に
おける「a.一般債権者に優先する取戻し」の
範囲画定と正当化の一端とするものである。
そのことにより、アメリカにおける信託法理
の考察モデルを示し、日本における信託法理
と物上代位の議論に不可欠な優先的取戻し
の具体的基準について示唆を与えることを
狙った。 
 
３．研究の方法 
 本研究では、アメリカ法における「a.一般
債権者に優先する取戻し」の機能に着目して、
具体的事例と学理上の議論を分析した。擬制
信託に対する考察モデルを明らかするため
に、信託法理における「a.一般債権者に優先
する取戻し」の範囲画定と正当化に分析の際
の視点を置いた。 
 
（１）申請時に計画した方法 
 申請時において計画した方法は以下の通
りである。 
 
平成２０年度 
：それまで（平成２０年度以前）に収集した
アメリカ法の論文を元に、アメリカ法におけ
る学説の分析と日本法およびアメリカ法の
資料収集(学説）を行う。 
  
平成２１年度 
：アメリカにおける裁判例の収集と分析、        
日本法の分析を行う。また、過年度に引き続
きアメリカ法における学説の分析と日本法
およびアメリカ法の資料収集(学説）を行う。
この時点での成果を中間報告として研究会
での口頭報告を行う。 
        
平成２２年度 
：最終段階では、アメリカ法と日本法におけ
る最新の資料（学説と裁判例）の追加を行い、
総合考察とまとめを行う。最終的な総合考察
について研究会での口頭報告を行う。 
 
（２）実施した方法の具体的内容 
（１）に計画した方法を基調としつつ、実際
には以下のように研究を実施した。 
 
平成２０年度 
：収集したアメリカ法の論文を元に、平成２
１年度に計画されていた裁判例の収集と分
析を前倒しで行った。また、同様に平成２１
年度に計画されていた研究会報告を２００
８(平成２０）年１２月１９日に行った。早め
の具体例の分析と口頭報告により、研究目的
の骨子を明確にし、その後の方向性を確定す
ることが可能となった。それまでは連邦倒産
事例以外における擬制信託の制限事例とし
て抽象的だった検討範囲につき、具体的に訴



 

 

訟係属登録との問題を中心にまず分析する
ということを当該年度において範囲確定し
た。並行してアメリカ法と日本法の情報で裁
判例以外のものについての収集と分析も行
った。 
 
平成２１年度 
：過年度に引き続き、アメリカ法と日本法の
資料収集と分析を行った。申請時に計画され
ていた研究会報告は当該年度には行ってい
ない。１つには研究路線の修正や画定という
目的については既に前年度の口頭報告で達
成されていたからであるが、もう１つには、
裁判例の多様性によりさらなる分析を必要
としたため、新たに追加報告を行わなかった。
他方で、当該年度では、最終年度に予定して
いた最新資料の追加とその分析に着手した。
擬制信託と訴訟係属登録の問題については、
関連する事案と判旨が予想よりも多様であ
ったことから、訴訟係属登録に絞った問題分
析に範囲を特化することにした。 
 
平成２２年度 
：前年度に引き続いて最新の資料の追加を行
い、最終的な取捨選択の作業を経た上で、擬
制信託の否定例について範囲画定と正当化
の視点より総合的な分析を行い、最終的な総
合考察について研究会での口頭報告を行っ
た（２０１１年１月２８日）。さらに、当該
口頭報告の際に得られた質問や批判を反映
させた総合考察について、鹿児島大学法学論
集に公表した(後掲５．主な発表論文等[雑誌
論文]①）。なお、当該年度において訴訟係属
登録と擬制信託の問題については、より広く
様々な法秩序と照らし合わせた分析が必要
である新たな問題が判明した。それらの問題
については新規申請課題として引き続き研
究を行うことが予定されている（課題番号
23730102)。 
 
４．研究成果 
 Roberts, The Property of a Lis Pendents 
in Constructive trust Cases, 38 Seton Hall 
L.Rev. 213(2008)は、カリフォルニア州にお
ける擬制信託を主張する当事者のための訴
訟係属登録を否定する態度を批判的に紹介
する。すなわち、訴訟係属登録（notice of lis 
pendents）とは、ある財産の権原について訴
訟が継続中であり、不利な判決に拘束される
ことがあり得ることをすべての人に警告す
る目的で公的記録に載せられる公示である。
訴訟係属登録後に出現した第三者には擬制
悪意が認められることになる。擬制信託との
関連でいうと、本来の侵害者なり返還義務者
なりからの転得者に対しても、転得者が善意
有償取得者ではない限り、擬制信託を主張す
ることにより優先的な取戻しが許されてい

る。転得者に悪意が擬制されるならば、擬制
信託の主張を有効に主張し続けられる。訴訟
係属登録の制度は、本来は、不動産に関する
訴訟の申立があれば十分に後続する購入者
は悪意とみなされ、擬制悪意が成立する。そ
れが、制定法により登録がある場合にのみ制
限されるようになったとされる。つまり、訴
訟係属登録が無い場合には、係争中に第三者
に係争財産を譲渡でき、第三者はその譲渡を
判決債権者に対して有効に対抗できること
になる。擬制信託は善意有償取得者に対する
追及効が認められないため、擬制信託を求め
る訴訟において訴訟係属登録が認められな
い場合には、擬制信託が意味のないものとな
ってしまう可能性が生じることとなるので
ある。そのことは、擬制信託を主張する者に
とってはもちろん、適切に財産を取得した第
三者にとっては取得財産が係争中であるこ
との公示を欠くことになり紛争に巻き込ま
れることからも適切ではないのである。 
  本研究では Roberts論文に挙げられた裁判
例を中心に、カリフォルニア州における関連
裁判例や後続例も検討の上分析を行った。
（１）本来の擬制信託の法理によって達成さ
れるべき秩序に反した結論になっているの
か、（２）擬制信託の救済を認める是非にお
いて主観的態様から正当化がされうるのか
というのが主要な観点である。特に、前者に
ついては Roberts が指摘するように、執行潜
脱の観点から擬制信託の機能が損われるこ
とが認められるのかどうかという観点から
重要である。このことは擬制信託の法理全般
から新たな別の秩序による制限付、限界を示
すことになる。 
 カリフォルニア州の判例の立場では、「単
なる優先的取戻しを目的とする場合には訴
訟係属登録は認められない」、ということが
顕著に認められる。これを具体的な帰結をも
たらす唯一の基準であるとすると、擬制信託
の機能の１つについては全否定となる。（な
お、このことは「優先的取戻し」が目的や根
拠になり得ない、ということで機能の問題と
はまた別である。）しかしながら、実際には
この文言自体は明確な基準とは言い難い一
般原理であり、「単なる優先的取戻しを目的
とする場合」とはどのような訴訟を指すのか、
ということがまず留意される。その上で、実
際にはどのようなケースでこの文言により
訴訟係属が否定されるのかということ、つま
り事案との照らし合わせにより「単なる優先
的取戻しを目的とする場合」がいかなる場合
かにつき帰納的にルールが明確となる。そし
て、訴訟係属の否定により、結果としておそ
らくは擬制信託の主張が否定され、さらに主
張者が救済を得られない、ということになる
ならば、擬制信託の機能の否定かつ、主張者
が実際に救済を得られないということにつ



 

 

き本来の秩序目的とは反する結論に至って
いると評価しうることになる。 
 
（１）まず、本来の擬制信託の法理によって
達成されるべき秩序に照らしてカリフォル
ニア州の擬制信託事案において訴訟係属登
録が問題となった事案を検討した。そのうち、
特筆するべきなのは、擬制信託とエクイティ
上のリーエンの棲み分けである。「擬制信託」
は、広義では、「不当な利得が存在する場合
に、当事者の意思とは無関係に法の働きによ
り、利得者を受託者とし、その利益を受くべ
き者を受益者として信託を擬制する」制度で
あり、狭義では、追及可能な財産について、
原告の損失が資する割合に応じた返還を認
める救済である。狭義の擬制信託が原告の損
失以上の額の取り戻しを認めるのに対し、エ
クイティ上のリーエンは、追及可能な財産に
ついて、原告の損失を限度とした優先的取戻
しを認めるものである。しかし、擬制信託の
用語を用いていても原告の損失を限度とし
た返還しか請求していない場合も多い。講学
上はエクイティ上のリーエンは、広義の擬制
信託の効果の１つであるとも解されうるが、
実際には、どちらの用語を使うかで制定法の
縛りが違って来る場合があり、明確に取り戻
しの範囲に応じて使い分けられているわけ
ではない。内容に応じて、学術上のどの救済
に該当するのか判断する必要がある。また、
結果的に取戻しの範囲がエクイティ上のリ
ーエンになっていたとしても、本来原理的に
狭義の擬制信託が認められずエクイティ上
のリーエンしか認められない（Restatement 
of Restitution,§161, Cmt a.）とされる場
合があるので注意を要する。 
 このエクイティ上のリーエンは、原告の損
失を限度としない点で狭義の擬制信託とは
異なるので、「代償物の取戻し」よりも先取
特権的な色彩が濃くなり、つまり優先的な取
戻しという意味合いが強くなってくる。本研
究で扱った例のうち、「エクイティ上のリー
エン」が求められている例は、それぞれ不動
産の改良の事案であり、エクイティ上のリー
エンしか認められず狭義の擬制信託は認め
られないとされる典型例であった。こうなる
と、カリフォルニア州の判例では現在ではほ
ぼ「単なる優先的取戻しを目的とする場合」
に振り分けられてしまう。他方で、擬制信託
の主張が成立する場合に訴訟係属登録を認
めない裁判例自体が多く存在する。いずれも
擬制信託の予定する本来の秩序には反する
例となる。 
 その上で、現実的な救済については、裁判
例自体が「単なる優先的取戻し」を示すもの
として引き合いに出している「主張する素因
の多さ」が参考になる。そのようなケースで
は、擬制信託の主張が否定されても通常は不

法行為や債務不履行を根拠とする「損害賠償
請求権」という金銭債権の獲得することとな
る。信託法理の現代的意義として衡平の見地
から実際の救済を与えるという見地から優
先的取戻し機能を重視する観点からは適切
との評価はしがたいが、本来のエクイティ上
の救済の原理として、エクイティ上の法理以
外のルールによっては原告が救済を与えら
れないことになるのが衡平上問題があると
いうことから救済を与えるものとすれば、原
理的に本来の秩序に反するものとはならな
いと評価しうる。 
（２）当事者の主観的態様における結果の妥
当性については、まず、直接の侵害者なり本
来の返還義務者の態様が詐欺や横領であっ
て悪質である事案が、訴訟係属登録の否定例
にも多く含まれる。実際に返還請求を受ける
ものが侵害者の家族や家族の会社という執
行潜脱事案もあれば、さらにそこからの転得
者の事案も含まれる。しかし、（１）も含め
て、擬制信託の主張者に救済を与えるに至ら
ない事案も含まれている。他方で、一見する
と当事者の主観に照らした場合、強い返還義
務を課すのが妥当というほどの態様がある
か否か決しがたい事案も多数存在する。 
 以上、カリフォルニア州の判例においては、
擬制信託の１つの機能そのものを否定する
かのような態度を裁判所が選択している向
きがある。一般的な信託法理に照らすと、事
案によっては本来の信託法理が予定してい
る物権的な強い返還義務を返還義務者に負
わせることを正当化しうるほどの実態や法
的根拠がない場合がある。さらに、本来より
救済範囲をさらに狭くする正当化事由の１
つとして明示信託と違い明確な意思設定が
ないことも考えられる。加害者の不誠実な行
為の抑止はあまり念頭に置かれておらず、他
方でむしろ被害者である主張者側に何らか
の行為規範を与え、加害者の別の債権者への
配慮を重視している可能性はある。その点と、
本来訴訟係属登録が許されるべきであると
判例の考える「不動産上の権原」が関連する
訴訟との違いについては残された課題とさ
れる。 
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